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２０２０年７月１０日

株式会社 東京証券取引所

上 場 部

特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求について

下記のとおり、特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知

らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

記

１． 銘 柄 第一商品株式会社 株式

（コード：８７４６、市場区分：ＪＡＳＤＡＱスタンダード）

２． 特設注意市場

銘 柄 指 定 日

２０２０年７月１１日（土）

条 文 有価証券上場規程第５０１条第１項第３号

（適時開示の規則に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高い

と認められるため）

３． 上場契約違約金

金 額

２，０００万円

条 文 有価証券上場規程第５０９条第１項第１号

（適時開示の規則に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信

頼を毀損したと認められるため）

４． 理 由 第一商品株式会社（以下「同社」という。）は、２０２０年４月３０日、

同社における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開

示し、同年５月１日に過年度の決算短信等の訂正を開示しました。

これらにより、同社では、長年にわたり歴代の代表取締役らが主導して、

回収不能となっていた貸付金の回収偽装及び証拠金残高が不足した委託

者に対する未収入金債権の回収偽装による貸倒引当金戻入益の過大計上、

並びにこれらの偽装に用いる資金を捻出するための広告宣伝費の架空計

上等の不適切な会計処理が行われていたことが明らかになりました。
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その結果、同社は、２０１５年３月期から２０２０年３月期第３四半期

までの決算短信等において上場規則に違反して虚偽と認められる開示を

行い、２０１８年３月期及び２０１９年３月期では訂正によって各段階利

益が赤字から黒字へ逆転することなどが判明しました。

こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められ

ました。

・ 一連の不適切な会計処理は、取締役会長の意向を絶対視した代表取締

役社長が主導して貸付金の回収偽装を開始し、これに続く歴代の代表

取締役社長がそれを止めることなく引き継いだ上、架空の広告宣伝費

を増額して未収入金債権の回収を偽装するまでに発展させるなど、経

営トップのコンプライアンス意識が著しく欠如していたこと

・ 多額の貸付金の資金使途や回収遅延の経緯といった重要な議案の中

身を取締役会で質疑した形跡がないなど、取締役会による業務執行に

対する牽制や監督が適切に機能していたとは認められないこと

・ 監査役は、取締役会に出席するも、重要な意思決定に際して取締役に

よる職務執行を牽制するような質問や指摘等を行った形跡がなく、適

正な監視機能を果たしていたとは認められないこと

・ 内部監査を軽視する取締役会長の姿勢を受け、内部監査部門の人員は

慢性的に不足し、長期間にわたり支店監査を実施した形跡もなく、書

類の押印漏れといった表層的な指摘のみにとどまるなど、実効的な内

部監査が行われていたとは認められないこと

・ 一部の役職員は広告宣伝費の異常性を認識しながら指摘や内部通報

等を行うこともなく、複数の部署の担当者は代表取締役社長からの明

らかに異常な指示に盲目的に従っていたなど、全社的にもコンプライ

アンス意識が著しく希薄であったこと

本件は、投資者の投資判断に相当な影響を与える開示が適切に行われて

いなかったものであり、同社の内部管理体制等については改善の必要性が

高いと認められることから、同社株式を特設注意市場銘柄に指定すること

とします。

また、同社において、歴代の代表取締役社長が主導して長年にわたり不

適切な会計処理が行われていたことを踏まえると、当取引所市場に対する

株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、

上場契約違約金の支払いを求めることといたします。

以   上


